
事 務 連 絡 

令和７年１２月１５日 

 

 

事 業 主 殿 

 

 

東京文具工業健康保険組合 

 

 

 

年末・年始の事務取り扱いについて 
 

 

 

 時下 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 日頃より、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解、ご協

力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 当健康保険組合の年末・年始の事務取り扱いについて、下記のとおりとさせ

ていただきます。 

ご多忙な時期ではございますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．一般事務 

  仕事納め：令和７年１２月２６日（金） 

  仕事始め：令和８年 １月 ５日（月） 

 

 

（裏面へつづく） 



２．保険料の納付期限 

令和７年１１月分の保険料の納入期限は、令和８年１月５日（月）です。 

 

３．令和８年１月の給付金支払日 

令和８年１月１５日（木）、２３日（金）の２回となります。 

 

４．保養所利用の変更およびキャンセル 

  令和７年１２月２７日（土）以降の変更およびキャンセル等につきまして

は、直接現地へご一報いただき、令和８年１月５日（月）以後に当組合へご

連絡のうえ手続きを完了してください。  

◆ 湯之谷けんぽセンター ＴＥＬ：０２５－７９２－６６８８ 

 

  皆様には、ご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解とご協力のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

※ ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

                   （お問い合わせ先） 

               東京文具工業健康保険組合 

               ０３－３８６６－８１４１ 

               業務課資格係  ﾀﾞｲﾔﾙ番号「1」 

               業務課給付係  ﾀﾞｲﾔﾙ番号「2」 

               保健施設係  ﾀﾞｲﾔﾙ番号「3」 

               庶務課庶務係  ﾀﾞｲﾔﾙ番号「4」 


